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特定外来生物の新規指定に伴う特定外来生物による生態系等に係る被害の

防止に関する法律施行令の改正について 
 

 

１．改正の背景及び趣旨 

（１）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成 16 年法律第

78 号。以下「法」という。）は、海外から我が国に導入された外来生物による生態系、

人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害（以下「生態系等に係る被害」という。）

を防止するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令

（平成 17 年政令第 169 号。以下「令」という。）により、特定外来生物として定めら

れた外来生物の飼養等（法第 1 条に規定する飼養等をいう。）、輸入その他の取扱いに

ついて規制を行っている（法第２条、第４条～第 10 条）。 

 

現在、令において、合計 162 種類（７科、４種群、15 属、128 種、10 交雑グループ）

の外来生物が法第２条第１項の政令で定める特定外来生物として指定されている。 

 

（２）今般、専門家による議論の結果、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあること

につき新たに知見が得られた外来生物を、法第２条第１項の政令で定める特定外来生

物として追加する。 

 

（３）その他、令別表第１の特定外来生物の名称の表記について、最新の知見を踏まえ

て変更を行う。 

   

２．改正の内容 

（１）外来生物の種として、以下を追加する（令別表第１関係）。 

①Lepomis 属（ブルーギル属）に属する種のうち Lepomis macrochirus（ブルーギル）

以外のもの 

②Maccullochella peelii（マーレーコッド） 

③Macquaria ambigua（ゴールデンパーチ） 

④Coreoperca 属（オヤニラミ属）に属する種のうち Coreoperca kawamebari（オヤニ

ラミ）以外のもの 

（２）交雑することにより生じた生物として、（１）①に属する種間の交雑により生じ

た生物を追加する（令別表第２関係）。 

（３）令別表第１の「たてがみとかげ科」を「イグアナ科」に、「イクタルルス科」の

表記を「アメリカなまず科」に変更する。 
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特定外来生物の新規指定に伴う特定外来生物による生態系等に係る被害の

防止に関する法律施行規則の改正について 

 
 

１．改正の背景及び趣旨 

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（平成 16 年法律第

78 号。以下「法」という。）は、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあ

るものとして政令で定める外来生物（以下「特定外来生物」という。）の飼養、栽培、

保管又は運搬、輸入その他の取扱いについて規制するとともに、特定外来生物の防除に

係る規定、輸入品等の検査に係る規定等が置かれている。 

今般、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」（平成

17 年政令 169 号。以下「施行令」という。）の一部改正により、「ブルーギル属に属す

る種のうちブルーギル以外のもの」、「ブルーギル属に属する種とブルーギル属に属す

る他の種が交雑することにより生じた生物（その生物の子孫を含む。以下「交雑個体」

という。）」、「マーレーコッド」、「ゴールデンパーチ」、「オヤニラミ属に属する

種のうちオヤニラミ以外のもの」の５種類が特定外来生物となる見込みである。また、

令別表第１の「イクタルルス科」の表記を「アメリカなまず科」に変更する見込みであ

る。これに伴い、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規

則」（平成 17 年農林水産省・環境省令第２号。以下「規則」という。）を改正する。 

  その他、規則第二条に定める飼養等禁止の適用除外の規定について、一部削除を行

う。 

 

２．改正の内容 
（１）特定外来生物となる「ブルーギル属に属する種のうちブルーギル以外のもの」に

ついて、法第 21 条に定める未判定外来生物から削除する（別表第１関係）。また、「サ

ンフィッシュ科に属する種とサンフィッシュ科に属する他の種が交雑することにより

生じた生物」を新たに未判定外来生物に追加し、「ブルーギル属に属する種とブルー

ギル属に属する他の種が交雑することにより生じた生物」を未判定外来生物から削除

する（別表第１関係）。 

（２）「サンフィッシュ科に属する種とサンフィッシュ科に属する他の種が交雑するこ

とにより生じた生物」及び特定外来生物となる「オヤニラミ属に属する種のうちオヤ

ニラミ以外のもの」を、法第 25 条に定める種類名証明書の添付が必要な生物に追加

する（第 30 条、別表第３及び第４関係）。 

※「ブルーギル属に属する種のうちブルーギル以外のもの」については、既に「サン

フィッシュ科全種」として別表第３に規定されていること、「マーレーコッド」及

び「ゴールデンパーチ」については、既にそれぞれ「マククアリア属全種」及び「ペ

ルキクテュス属全種」として別表第３に規定されていることから、今回新たに追加

する必要はない。 

（３）「イクタルルス科」を「アメリカなまず科」に、「イクタルルス属」を「アメリ

カナマズ属」に変更する（別表第１，３，４関係）。 

 （４）飼養等の禁止の適用除外について、規定の一部を削除する（第二条関係）。 
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環境大臣が所掌する特定外来生物に係る 

特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の改正について 
  
 

１．改正の背景及び趣旨 

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（平成 16 年法律第

78 号。以下「法」という。）は、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあ

るものとして政令で定める外来生物（以下「特定外来生物」という。）の飼養、栽培、

保管又は運搬、輸入その他の取扱いについて規制するとともに、特定外来生物の防除に

係る規定、輸入品等の検査に係る規定等が置かれている。 

法では、特定外来生物の飼養等を原則として禁止している（法第４条）。ただし、例

外として、法第５条第１項の主務大臣の許可を受ける場合等には、特定外来生物の飼養

等を行うことができることとしており、当該許可の要件として、特定外来生物の性質に

応じて主務省令で定める基準に適合する飼養等施設（以下「特定飼養等施設」という。）

を有すること等の基準が設けられている（法第５条第３項から第５項まで）。その詳細

については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」

（平成 17 年農林水産省・環境省令第２号）第５条第１項に定めるほか、同条第２項、

第７条及び第８条の規定に基づき主務大臣が定める「環境大臣が所掌する特定外来生物

に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」（平成 17 年環境省告示第 42 号。以

下「環境省告示」とする。）又は「環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物

に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」（平成 17 年農林水産省・環境省告

示第４号）において定めている。 

今般、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」（平成

17 年政令 169 号。以下「施行令」という。）の一部改正により、「ブルーギル属に属す

る種のうちブルーギル以外のもの」「マーレーコッド」「ゴールデンパーチ」「オヤニ

ラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外のもの」及び「ブルーギル属に属する種とブル

ーギル属に属する他の種が交雑することにより生じた生物」（その生物の子孫を含む。

以下「ブルーギル属の交雑個体」とする。）の５種類が特定外来生物に指定される見込

みである。これに伴い、環境省告示についても所要の改正を行う。 

 

 

２．改正の内容 
（１）既に特定外来生物に指定されているオオタナゴ等に係る特定飼養等施設の基準

細目の対象種へ「ブルーギル属に属する種のうちブルーギル以外のもの」「ゴールデ

ンパーチ」「オヤニラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外のもの」及び「ブルーギ

ル属の交雑個体」を追加する（詳細は別紙のとおり）。 
（２）既に特定外来生物に指定されているガー科全種等に係る特定飼養等施設の基準
細目の対象種へ「マーレーコッド」を追加する（詳細は別紙のとおり）。
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【別紙】 

環境省告示にて規定する予定の飼養等施設等に関する細目 

今回特定外来生

物に指定される

種 

・ブルーギル属に属する種のうちブルーギル以外のもの 

・ゴールデンパーチ 

・オヤニラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外のもの 

・ブルーギル属の交雑個体 

・マーレーコッド 

施設の基準の細

目 

移動用施設※1又は水槽型施設等※2のいずれかであること。 移動用施設※1、水槽型施設等※2又は人工池沼型施設等※3のいずれ

かであること。 

許可の有効期間 三年間 三年間 

届出が必要とな

る数量の変更の

事由及び届出を

行わなければな

らない期間 

輸入、譲受け、引受け、捕獲その他の事由により飼養等をする特

定外来生物の個体の数量が増加し、又は譲渡し、引渡しその他の

事由により飼養等をする特定外来生物の個体の数量が減少した

場合にあっては、当該事由が発生した日から三十日以内に環境大

臣に届け出ること。 

輸入、譲受け、引受け、捕獲その他の事由により飼養等をする特

定外来生物の個体の数量が増加し、又は譲渡し、引渡しその他の

事由により飼養等をする特定外来生物の個体の数量が減少した

場合にあっては、当該事由が発生した日から三十日以内に環境大

臣に届け出ること。 

識別措置の内容

を届け出なけれ

ばならない期間、

当該識別措置の

内容及び当該届

出の方法 

個体又は個体を収容する特定飼養等施設に飼養等の許可を受け

たことを示す標識の装着又は掲出をし、かつ、当該措置の状況を

撮影した写真を届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始したと

きから三十日以内に環境大臣に提出すること。 

個体又は個体を収容する特定飼養等施設に飼養等の許可を受け

たことを示す標識の装着又は掲出をし、かつ、当該措置の状況を

撮影した写真を届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始したと

きから三十日以内に環境大臣に提出すること。 

特定外来生物の

取扱方法 

特定飼養等施設の外で飼養等をしないこと。ただし、特定飼養等

施設の清掃、修繕等のため、同じ敷地内に位置する他の特定飼養

等施設への移動のため、又は他の場所への移動に用いる特定飼養

等施設への収容のため、一時的に特定外来生物の飼養等を特定飼

養等施設の外ですることとなる場合であって、その間、複数の取

扱者の立会いの下、十分な強度を有する網に入れること等の適切

な逸出防止措置を講じている場合は、この限りでない。 

特定飼養等施設の外で飼養等をしないこと。ただし、特定飼養等

施設の清掃、修繕等のため、同じ敷地内に位置する他の特定飼養

等施設への移動のため、又は他の場所への移動に用いる特定飼養

等施設への収容のため、一時的に特定外来生物の飼養等を特定飼

養等施設の外ですることとなる場合であって、その間、複数の取

扱者の立会いの下、十分な強度を有する網に入れること等の適切

な逸出防止措置を講じている場合は、この限りでない。 

 

※１）「移動用施設」：特定外来生物の運搬の用に供することができる施設であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。  
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イ 特定外来生物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。  

ロ 個体の出し入れや給餌等に用いる開口部は、ふた、戸等で常時閉じることができるものであること。 

ハ 開口部のふた、戸等については、飼養等をする特定外来生物の体の触れない部分に施錠設備が設けられていること。ただし、施錠以外の方法で、特定外来生物が逸出でき

ないよう開口部を封印できる場合は、この限りでない。 

ニ 空気孔又は給排水孔を設ける場合は、その孔が特定外来生物が逸出できない大きさ又は構造であること。 

ホ 閉じることができる箱、袋等の二次囲いに収納して運搬可能であること。ただし、施設が活魚運搬車である場合にあっては、この限りでない。  

※２）「水槽型施設等」：水槽又はこれに類する施設であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。 

イ 土地その他の不動産に固定されている等容易に移動又は運搬をすることができないものであること。ただし、屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっ

ては、この限りでない。 

ロ 特定外来生物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。  

ハ 個体の出し入れや給餌等に用いる開口部は、ふた、戸等で常時閉じることができるものであること。 

ニ 開口部のふた、戸等については、飼養等をする特定外来生物の体の触れない部分に施錠設備が設けられていること。ただし、当該施設を屋外から隔離することができる室

内に常置する場合であって、施錠以外の方法で、特定外来生物が逸出できないよう開口部を封印できる場合は、この限りでない。  

ホ 空気孔又は給排水孔を設ける場合は、その孔が特定外来生物が逸出できない大きさ又は構造であること。 

ヘ 申請者が当該施設を維持管理する権原を有していること。 

※３）「人工池沼型施設等」：人工的に設けられた池、沼その他の施設であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。  

イ 飼養等の許可を受けた者の管理下にない外部の者が自由に当該施設に近づけないよう、フェンスの設置等の立入防止の措置が講じられていること。  

ロ 外部の水系から完全に隔離された構造であること。ただし、外部の水系と繋がる給排水設備に十分な逸出防止措置が講じられている場合は、この限りでない。  

ハ 豪雨、洪水等が発生した場合においても、当該施設内の特定外来生物が容易に外部の水系に流出するおそれのないこと。  

ニ 特定外来生物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であること。 

ホ 特定外来生物の逸出を防止するため、その壁面が平滑である又は十分な傾斜等を有すること、かつ、水面から十分な高さを有すること。ただし、周囲に平滑である又は十

分な高さを有する柵を設置する等、十分な逸出防止措置が講じられている場合は、この限りでない。 

ヘ 施設の周囲に柵等を設置する場合にあっては、十分な深さの地下に固定する等、特定外来生物が穴を掘って脱出することを防止する措置が講じられていること、かつ、柵

の格子の間隔又は金網の目の大きさが、特定外来生物が通り抜けることができないものであること。 

ト 施設の内部及びその周辺に、特定外来生物の逸出を容易にする樹木、構造物等がないこと。 

チ 申請者が当該施設を維持管理する権原を有していること。 

 


